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 園全体で、幼児の学びを十分に確保し、一人一人の障害の状態や発達
の段階に応じた指導や支援を一層充実させることが必要

 校種間の教育課程の連続性を十分に考慮し、障害の状態や発達の段階
に応じた組織的・継続的な支援が必要

努 力 事 項

１ 一人一人の障害の状態等に応じた指導の充実

２ 幼児児童生徒の相互理解を深めるための交流及び共同学習の推進

３ 校種間及び関係機関等との切れ目ない支援の充実

重点

努 力 事 項 具 現 化 の た め の 取 組

１ 一人一人の障害の状
態等に応じた指導の
の充実

〇 全教職員の取組による特別支援教育の充実

・管理職のリーダーシップのもと、特別支援教育コーディネーター等を中心とした

校内支援体制の強化と校内支援委員会の計画的・継続的な実施

（定期的な学びの場の見直し）

・個々の障害の状態や特性等に応じた指導内容・方法の理解を深めるための校内

研修の充実

・特別支援教育巡回相談（特別支援教育専門家派遣）の効果的な活用

〇 幼児教育施設における指導・支援の充実

・特別支援教育の視点を生かした学級経営と分かりやすい授業の推進

・本人及び保護者等との合意形成に基づく合理的配慮の決定・提供

・障害のある幼児の「個別の教育支援計画」及び「個別の指導計画」の作成及び活
用の推進

２ 幼児児童生徒の相互
理解を深めるための
交流及び共同学習の
推進

〇 障害のある幼児児童生徒に対する理解を深め、豊かな人間性を育むための交流
及び共同学習の充実

・通常の学級と特別支援学級や特別支援学校との計画的、組織的な交流及び共同学
習の実施

３ 校種間及び関係機関
等との切れ目ない支
援の充実

〇 「個別の教育支援計画」を活用した校種間及び関係機関との連携の推進

・校種間（保・幼・小・中・高・特）における確実な引き継ぎ

・家庭・地域及び関係機関（医療機関や放課後等デイサービス事業所等）との連携
の推進

個別の教育支援計画を
作成し活用することに
努める
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小学校においても、必要な合理的配慮が提供され、

充実した学校生活が送れるよう５月末日までに引継ぎを



 特別の教育的支援を必要とする幼児児童生徒（以下、児童等）に対し

ては、長期的な視点に立って、幼児期から学校卒業後までの一貫し
た支援を行うことが重要であるため、作成が必要である。

 現在行われている支援を次の教育機関に引き継ぐための役割と、
家庭や医療・保健・福祉・労働等の関係機関が連携する際の情報
共有ツールとしての役割がある。

幼児教育施設における、特別な支援を必要とする子どもの

【個別の教育支援計画】の作成について

幼稚園教育要領 第１章 総則
第５ 特別な配慮を必要とする幼児への指導

家庭、地域及び医療や福祉、保健等の業務を行う関係機関との連携を

図り、長期的な視点で幼児への教育的支援を行うために、個別の教育支
援計画を作成し活用することに努めるとともに、 個々の幼児の実態を的
確に把握し、個別の指導計画を作成し活用することに努めるものとする。

個別の教育支援計画に記載する内容

①本人の基礎情報（プロフィール）
②本人・保護者の願いと支援 の方針
③ 学 校 （ 園 ） に お け る 合 理 的 配 慮
④関係機関等による具体的な支援内容等

※学校や園、児童等の状況を踏まえて、
作成や活用しやすい様式を用います。

『個別の教育支援計画ガイドブック』（茨城
県教育委員会）に、教育支援計画の様式や、
活用事例等が記載されているので、ご活用く
ださい。
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個別の教育支援計画作成率向上に向けた取組



特別支援教育巡回相談

１ 目 的
幼児教育施設、小・中学校、義務教育学校、中等教育学校、高等学校等（以下、「学校等」と

いう。）の要請により、障害のある幼児児童生徒（以下、「児童等」という。）や教員等に対し
て必要な助言・援助を行ったり、保護者等に対して教育相談を行ったりするなど、各県立特別支
援学校の専門性や施設・設備を生かした地域における特別支援教育のセンターとしての役割を果
たすことで、特別支援教育の充実を図る。

２ 実施校
県立特別支援学校23校

３ 実施手続き

４ 内 容
・巡回相談員が学校等からの要請に応じて児童等の実態把握や、指導内容・方法等について
助言を行う。

・相談内容によって特別支援教育に関する専門家の助言・援助が必要な場合には、特別支援
学校が専門家に派遣を要請し、相談を行う。
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